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関ͱしͯػに;͞Θし͍農業ઐۚ༥࣌たͪɺ৽し͍ࢲ
ΛਤΓ্によΓ農Ո経営のڅڙのత確なۚࢿ
ซͤͯࣗવڥのอશͱ県ຽの݈૿߁ਐにݙߩし·すɻ

関ͱしͯػたͪɺ地Ҭۚ༥ࢲ 地Ҭのχーζͱ信པにԠ͑る
ۚ༥αーϏεΛఏڙする͜ͱによΓ
組合員・ར༻者のൟӫͱ地Ҭ社会のൃలにݙߩし·すɻ

たͪɺ݈ࢲ શ経営Λجຊͱしͯ ࣗ༝ᮣୡ・ҙによͬͯ
会員のෛୗにԠ͑るͱͱもにゆͱΓಇき͕͍のある
ັྗにΜͩ職Λつ Γ͘·すɻ

 1. 経営ํ

　当会は、次の３つの経営理೦に基づき農業ઐ金融機関として、かつ、協同組織の地域金融機関として、組合員・
利用者、地域のօさまに支࣋されるＪＡバンクを目指し事業に取り組んでいます。

　当会は、平成28年度をॳ年度とする中期経営計ը（平成28年度ʙ30年度）をࡦ定し、この計ը達成にけ取り
組みを進めています。経営ڥが大きく変化するなか、ࠓ後ともＪＡバンクが組合員・利用者から期され、信པ
されるଘ在であり続けるため、県域連合会組織である当会がその基本的 （໋32ページ参照）をՌたすべく基本
目標の遂に総ྗをあげて取り組んでいます。

৯と農、地域社会へのݙߩ、県内ＪＡとのҰ体的な業務運営を֦充
するとともに、県内ＪＡへの機能・収益ؐ元の҆定的ܧ続により、
県内ＪＡ全体で地域ີண型の金融機能をൃشし、̓ 全・̓ ৺・近な
金融機関として、組合員・利用者のຬ度を上させている。

会の
2020年ビジョン

৽தظ経営計ը

経営ཧ೦

経 営
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 2. ିग़ํ

˙農業ઐ金融機関として農業振ڵに関Θる各種利資金の΄か、農業のあるまちづくりの事業資金への対応等、
　農業者のੜ活の上、ൃ లにめています。

˙地域金融機関として地域のχーζと信པに応えるため、公ڞ資金、資産管理事業資金、県内企業への資金対応を
௨じ地域社会のൃలにݙߩできるよう取り組んでいます。

தظ経営計ը（ฏ2�年度ʙ30年度）Πϝージਤ
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　金融機関経営は自らの責任により業務の健全性と適切性を確保していくことがඞ要であり、そのためには、役員自
らが内在する各種リスクの特性をे分に理解し、ඞ要な資ݯ配分を行い、有効な内部管理態勢を整備していくこと
が不Մܽであります。また、金融機関経営には、単にリスクを最小化するだけではなく、適切なリスク管理を行いなが
らඞ要なリスクをとり、収益上に結びつけていくこともඞ要であります。
　当会では、ै དྷから金融機関にとって自己責任原則に基づく適切なリスク管理こそが、経営の健全性を確保する
最大のϙイントのͻとつであると認ࣝし、リスク管理態勢のڧ化・֦ 充に取り組んでいます。また、リスク管理の取り
組みは、その時ʑの経営ઓུや保有するリスクの種類・特性に応じて、管理方法やそのための体制整備のݟ直しが
ඞ要であると認ࣝしており、ࠓ後ともܧ続的なݟ直しを行ってまいります。

　信用リスク、市場リスク、ྲྀ 動性リスク、ΦペϨーシϣφル・リスク（事務リスク、法務リスク、システムリスク、情報࿙Ӯ
等リスク΄か）を主に管理しています。

　「リスクマネジϝント基本方」において、リスク管理の方、対象リスクの種類、リスク管理の組み等を定め、
「リスクマネジϝント規程」́ か内部規程でリスク管理態勢や管理方法の۩体的な内容について定めています。
　このような考えのもと、保有するリスクをҰ定のલ提のもとに金額に算して、経営に与える影響をଌ定し経営体ྗ
の範囲に収まっているかモχタリングを行っています。
　当会は、リスク管理の高度化の取り組みに合Θせてリスクとリターンのバϥンスの取れた経営管理が実ફできるよう
統合的リスク管理をࢤし、その中৺的な役割をՌたすものとして、経ࡁ資本管理を導入しています。経ࡁ資本管理では、

「収益」と༧ଌされる「リスクྔ」、そのリスクྔのڐ容限度である「資本」の３つのバϥンスを保ち、全体としてリスクྔ
をे分カバーできる資本を確保しつつ、効率的な運用により収益の上をਤるようめています。

ϦεΫछྨ 内　容

信用ϦεΫ 信用ڙ与先の財務状況のѱ化等により、資産（Φϑバϥンス資産をؚΉ）の価が減গないしফ しࣦ、損ࣦをඃるリスク

市場ϦεΫ 金利、有価証券等の価֨、為替等の༷ʑな市場のリスク・ϑΝクターの変動により保有する資産・ෛ債（Φϑバϥンス
資産・ෛ債をؚΉ）の価が変動し損ࣦをඃるリスク

ྲྀಈੑϦεΫ

財務内容のѱ化等によりඞ要な資金が確保できなくなり、資金܁りがつかなくなる場合や、資金の確保に௨常よりも
ஶしく高い金利での資金ௐ達を余ّなくされることにより損ࣦをඃるリスク（資金܁りリスク）
市場のࠞཚ等により市場において取引ができなかったり、௨常よりもஶしく不利な価֨での取引を余ّなくされる
ことにより損ࣦをඃるリスク（市場ྲྀ動性リスク）

Φ
ϖ
Ϩ
ồ
γ
ἀ
φ
ϧɾϦ
ε
Ϋ

事務ϦεΫ
業務の過程または役職員の活動が不適切であることにより損ࣦがൃੜするリスクであり、۩体的には、事務処理
を手続に定められたとおりに行うことをଵる、あるいは事故・不正等を起こすことにより損ࣦをඃるリスク
実務規定の整備が不े分あるいは規定する業務プロセス自体に不備があり、適切な処理が行Θれないリスク

法務ϦεΫ 経営அやݸ別業務のࣥ行において、法令ҧや不適切な契約క結等に起Ҽし、損ࣦがൃੜしたり、取引上の
トϥブルがൃੜするリスク

γεςϜϦεΫ コンϐュータシステムのμン、ޡ作動、システム不備等にい損ࣦをඃるリスク
コンϐュータやコンϐュータネットϫークが不正に用されることにより損ࣦをඃるリスク

報࿙Ӯ等ϦεΫ セキュリティ・ϙリシーが遵守されͣに、情報が࿙Ӯすることにうリスク

ϦεΫཧのํ

ରϦεΫのछྨ

　 ϦεΫཧのํ・体制等શൠ

 3. ϦεΫཧ

経 営
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　経営管理委員会で決定する「リスクマネジϝント基本方」に基づき、理事会が経営ઓུやリスクの種類・特性に
応じて、ඞ要なリスク管理態勢の整備を行っています。このため、リスク管理୲当理事を定め、諸リスクの統括部署で
あるリスク統括部が、統合的リスク管理の実ફにけた۩体的な取り組みを進めています。
　リスク管理の組みのなかで、リスク統括部は৹査役の΄か関係部署と連携のうえ、内在する各種リスクを適切に
Ѳし、各業務所管部署からのリスク情報をू中することで統合的リスク管理を行い、経営அにඞ要な情報は
理事等に報告し、これによりリスクに関する認ࣝのڞ有化をਤっています。
　さらに、信用リスクや市場リスクをはじめ、その他のリスクにかかる重要事項の報告・協議は「リスクマネジϝント
会議」で、諸リスクを౿まえた運用方の協議・決定は「Ａ̡Ｍ会議」で行い、協議・決定事項に基づきリスク管理や資金
運用を行っており、その内容を経営管理委員会や理事会に報告しています。
　また、日常業務の中では各業務所管部署で内部ݗ制機能をൃشするとともに、リスク管理態勢全ൠについて業務
監査部がその適切性の検証を実施しています。

ϦεΫཧの体制

ϦεΫཧ体制
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信༻ϦεΫཧのํ

ΫϨジοτϙϦγー

１ɽ合法ੑのݪ則
　　農業協同組合法はもちΖんのこと、あらΏる法令やルールをݫ守し、社会的規範にもとることなく、
　　 実かつ公正であること。

２ɽެ 則ݪのੑڞ
 　　公ڞの利益と地域経ࡁのൃలにد与するものであること。

３ɽ̓ શੑのݪ則
 　　確実なճ収を確保するため、与信先のฦࡁ能ྗを確認し、かつ୲保・保証による補にཹҙすること。

４ɽऩӹੑのݪ則
 　　この会の健全経営を保࣋するため、適正な収益を確保できるものであること。

５ɽੑのݪ則
　　与信先の成長にد与するとともに、この会の自らの成長にもݙߩするものであること。

̒ɽྲྀ ಈੑのݪ則
 ࡁのような長期間にΘたりฦࡁを基本とする。Ұ括ฦࡁ定化をආけるために長期与信は分割หݻ　　
　　 が行Θれない場合は、その妥当性にཹҙすること。

ʪΫϨジοτϙϦγー̡ ༩信のجຊݪ則 のr概要ʫ

　クϨジットϙリシーは、与信業務の基本原則等を定めたものであり、与信業務における役職員の行動規範として
位置づけています。

　与信取引にかかるリスク管理の方は、良࣭な貸出等運用資産のੵ上げを基本とし、業種・大口ू中等に配ҙし、
リスクを分散しながら収益上をਤります。

　 信༻ϦεΫཧ

 3. ϦεΫཧ

経 営
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　৹査役は、融資部または資金証券部等で取り扱う融資・市場関連・Φϑバϥンス等与信関連取引について、ݸʑの
取引先の経営内容、業ք動、大口与信ू中ഉআや୲保等の؍点から֨ݫな৹査を行っています。また、資産のೋ次
査定、内部信用֨付、および不良債権の処理方の৹査・ҙݟ機関としても機能しています。
　所管部署からは、与信取引に関連する情報がリスク統括部に達されます。このうち自己査定、その結Ռに基づく
償却・引当、不良債権の処理方等、重要な事項は「リスクマネジϝント会議」で協議・決定のうえ、経営管理委員会、
理事会に報告し、全ての経営管理委員、理事が信用リスクを認 ・ࣝѲできる体制にしています。
　当会では、融資৹査と自己査定事務の効率化および融資デー༦べースの構ங等、信用リスク管理ڧ化を目的に
総合融資৹査支ԉシステム（融資৹査支ԉ・自己査定システム）を導入しています。
　リスク統括部は、貸出金ϙートϑΥリΦの状況をѲするとともに、貸出金と有価証券の信用リスクの計ྔ化を
実施しています。

　信用リスクに対しては、リスクアセットに対する規制自己資本のे分性を確認するとともに、与信限度額の設定に
よる大口与信ू中や業種別与信ू中のモχタリング、貸出金ϙートϑΥリΦの状況Ѳ、自己査定によるݸ別の与信
リスクのѲ、日常的な与信取引৹査による内部ݗ制のൃش等を行っています。
　貸出金と有価証券の信用リスクについては、モンテカルロシϛュϨーシϣン法による7B3（バリュー・アット・リスク˞）
等を計ଌし、市場リスクやΦペϨーシϣφル・リスクとあΘせて経ࡁ資本管理の中で管理しています。
˞14ページ参照

　「内部信用֨付」とは、債務者の信用リスクの程度に応じた֨付をいい、信用リスク管理のために不Մܽなもの
であるとともに、正確な自己査定および適正な償却・引当の基ૅとなるものです。
　当会では、内部信用֨付に基づく与信限度額の設定と貸出等債権の自己査定を実施しており、内部信用֨付の
管理状況等は、「リスクマネジϝント会議」に報告しています。

信༻ϦεΫཧの体制

信༻ϦεΫཧのख法

内෦信༻֨
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ϦεΫཧの体制ࢢ

　市場リスクについては、金利リスク、価֨変動リスク、為替リスクを主なものとして認ࣝしており、これらのリスクは、
有価証券、貸出金、それに貯金等をؚめた全体A-. で管理しています。毎月の「A-. 会議」では、当໘の金融経ࡁ
ྀྲ・௨しを分ੳ・検౼のうえ、市場リスクݟ 動性リスクに配ྀしながら協議・決定した運用方を経営管理委員会、
理事会に報告し、全ての経営管理委員、理事が毎月の運用方を認ࣝ・Ѳできる体制にしています。資金証券部等
取引ࣥ行部は、決定した運用方に基づき取引を実行します。リスク統括部では有価証券等全体の7B3 を計ଌして
リスクྔのモχタリングをしています。

7B3（όϦϡー・Ξοτ・ϦεΫ）ͱ
　現在のϙートϑΥリΦ（資産）をҰ定期間保有した場合に、現在からの最大損ࣦ額（最大時価下
མ෯）を過ڈの市場変動等から統計的に算出した額。

ྫ͑

ʮ؍ଌ1ؒظ年ɺอ༗1ؒظ年ɺ信པਫ४��ˋの7B3 ͕10ԯԁͰある合ʯ
　これは、過1ڈ年間の市場変動から、ࠓ後1年以内に損 （ࣦ時価下མ）が10億円以内に収まる
確率は99ˋであることをҙຯする。ٯに、ࠓ後1年以内に損 （ࣦ時価下མ）が10億円をえる確率は
1ˋと言いえられる。̫ ａ̧は、各資産の残高の変化やリスク要素（金利、デϑΥルト率）の変動に
より増減する。ҟなる資産のリスクを統合的にଊえることができ、自己資本と比ֱしқいため、
リスク管理手法の１つとしてく認されている。

ख　法 内　容

ڞࢄࢄ法
対象資産の変動が正規分にैうとԾ定し、標準ภࠩと資産間の相関からリスクྔ
を計算する方法。

ϞϯςΧϧϩ
γϛϡϨーγϣϯ法

確率モデルを定した対象資産の変動シϛュϨーシϣンにより、リスクྔをଌ定する
方法。対象資産の変動を正規分だけでなく、༷ ʑに定できる。

ώετϦΧϧ
γϛϡϨーγϣϯ法

過ڈに起きた変動がকདྷも同じようにൃੜするとݟ込んで、過ڈの変動を౿まえた
リスクྔをଌ定する方法。

˗7B3の計ଌख法

ղઆޠ༺

　市場リスクは、当会にとってۃめて重要な収益ݯであり、主体的なリスクテイクにより、効率的な市場ϙートϑΥリΦ
（市場性信用リスク資産をؚΉ）を構ஙし、̓ 定的な収益の確保を目指しています。
　リスクテイクにあたっては、市場ϙートϑΥリΦのリスクྔ、各資産のリスク・リターン、各資産間の相関等を౿まえ、
市場ϙートϑΥリΦ全体のリスクバϥンスに配ྀした分散投資を基本とし、財務の状況、市場ڥ等に応じて、機動的
に資産の入替等を行っています。

ϦεΫཧのํࢢ

ϦεΫཧࢢ 　

 3. ϦεΫཧ

経 営
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ϦεΫཧのख法ࢢ
　市場リスクは、金利ײ応資産・ෛ債全体の金利リスクの計ଌ（࠶評価法）の΄か、ᶃ保有する有価証券等の金利・
価 ・֨為替変動リスクの7B3の計ଌ（分散ڞ分散法等）、ᶄストϨステストの実施による有価証券時価変動額のѲ、
ᶅ限度額の設定によるࣜג等価֨変動リスクをෛうの損ࣦ額（評価損益ؚΉ）のモχタリング、ᶆ有価証券
ϙートϑΥリΦの状況Ѳ、ᶇ金利変動にう収支シϛュϨーシϣンによる損益状況Ѳ、ᶈマクロ経ࡁ分ੳ、市場
分ੳ等をもとにした経ࡁ・金融ݟ௨し等を総合的に勘案し、市場ϙートϑΥリΦ全体のリスクのܧ続的なѲ等を
௨して適切なリスク管理を行っています。
　月次で有価証券等全体の7B3を分散ڞ分散法等で計ଌし、自己資本対比でリスクྔをѲするとともに、リターン
との関係も分ੳ・報告しています。
　リスク統括部では、統括部署として市場動のモχタリングを行う΄か、ඞ要に応じて運用等のஅに資する提言
も行っています。また、新たなのリスク情報の収 ・ू分ੳや、リスク計ྔ化手法の高度化にけたڀݚもܧ続して
実施しています。
　当会は、リスクがݦ在化した場合等に備え、े 分な自己資本を確保しているҰ方で、ࠓ後も有価証券の運用を҆定
的にܧ続するためには、リスク管理のҰの高度化をਤり、Ұ定の範囲にリスクをコントロールすることがඞ要と
考えています。

　運用・ௐ達全体の資金܁り管理をపఈする΄か、農林中央金庫への༬け金と有価証券運用等にඞ要な資金ྔを
確保するなͲ、適切な資金ྲྀ動性を保࣋します。また、資金ௐ達状況によりྲྀ動性リスクがݦ在化した場合に備えて

。を行っていますࡦに基づき事લの対「機管理規程ة」

　取引に内在するリスクをѲし、ܧ続的に管理していくことで健全かつ適切な業務運営をਤり、リスクがݦ在化
することをະવに止します。リスクがݦ在化した場合にはやかに復旧にめ、ൃ࠶止ࡦをߨじるなͲ適切な
対応をਤります。

ධՁ法ͱ࠶
　金利ײ応資産・ෛ債のকདྷキャッシュ・ϑローの割引現在価と定する金利シϣックを勘案した
後の割引現在価のࠩを金利リスクྔとして計算する方法。

ετϨεςετͱ
　7B3は過ڈのҰ定期間の市場デー༦に基づきকདྷのリスクྔを計ଌするものであるが、金融
市場では時として、数े年にҰ度の௨常では考えられないような大෯な変動が起こりうることが
あり、この不ଌの事態がੜじた場合を定してリスクྔをଌ定し、༧め損ࣦのճආࡦ等をシϛュ
Ϩーシϣンしておくリスク管理手法。

ྲྀಈੑϦεΫཧのํ

ΦペϨーγϣφϧ・ϦεΫཧのํ

　 その他のϦεΫཧ

ܦ
　
Ӧ

Ϧ
ε
Ϋ

ཧ
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　情報資産は金融機関にとって重要な経営資ݯですが、༷ ʑなڴҖにさらされており、実ࡍに࿙Ӯ等がൃੜし
た場合、重要性の度合いによっては経営に重大な影響をٴ΅すおそれがあります。したがって、情報資産の҆全
性を確保するため、セキュリティに関する態勢整備にめることは経営上の重要事項と位置づけています。
　特にݸ人情報保ޢ法により、企業のݸ人情報の取り扱いに対する法的責任が定められており、情報管理の֨ݫ化
が制度上もٻめられています。
　このため、情報資産を適切に保ޢすることを目的としたセキュリティ態勢を構ஙしています。۩体的な҆全対ࡦ
として役職員への情報セキュリティڭҭの΄か、ϑΝイルの҉߸化、ૢ 作ཤ歴保ଘ、ҹ制ޚ、֎部記ഔ体の
ి、用制限 子ϝールૹ信時の事લ承認システムの導入およびૹ受信Մ能な֦ு子の制限なͲを行っています。
。を実施しますࡦ上にඞ要な諸施後もセキュリティਫ準のࠓ

　リスク管理体制をؚΉ内部管理態勢の適切性・有効性を確保するため、ඃ監査部署から全に独立した部署
として業務監査部を設け、経ݧ๛な職員を配置し、内部監査体制の充実をਤっています。۩体的には、定ྫ監査
および部分・特໋監査等を௨じて事務処理のݎ確性、事故止のための指導および事務の合理化・効率化のための
ॿ言を行い、各部署の業務改善や内在するリスクのճආをਤっています。また、連結対象子会社に対する内部監査も
業務監査部が実施しています。
　内部監査の結Ռは、経営管理委員会、理事会、「コンプϥイアンス会議」および「リスクマネジϝント会議」に報告し、
経営管理委員、理事をはじめ全ての役職員が内部管理態勢の現状をѲし、適正な業務運営がなされているか
認 ・ࣝѲできる体制となっています。

　事務リスク、法務リスク、システムリスク等については、当該リスクに応じた༧的措置をߨじることで、適切な
リスク管理を行っています。特に経営に重要な影響を与えるリスクが内在する場合、またはൃੜするおそれがある
場合は、適時適切に「リスクマネジϝント会議」で協議・検౼を行っています。

事務・法務・γεςϜϦεΫཧの体制

報࿙Ӯ等ϦεΫཧの体制

　൜・大規模ࡂ等ٸۓ事態ൃੜ時の体制を整備し、̓ 定的な業務運営をਤることを目的に「ة機管理規程」
をࡦ定しています。あΘせて、ٸۓ事態ൃੜ時における۩体的実施事項を定めた「൜対ࡦ要ྖ」、「大規模ࡂ
対ࡦ要ྖ」、「JA バンク業務ܧ続要ྖ」、「資金҆定化対ࡦ要ྖ」、「新型インϑルエンβ等ײછ対ࡦ要ྖ」等を
。定し、体制等を明確にしていますࡦ
　また、大規模ࡂ時の事業ܧ続にけ、ＪＡグループ神奈川ビルを拠点とした取り組みを「大規模ࡂ対ࡦ要ྖ」・ 

「大規模ࡂ対ࡦマχュアル」により明確にしています。

事務・法務・γεςϜϦεΫཧの体制

報࿙Ӯ等ϦεΫཧの体制

　 内෦ࠪの体制

ཧの体制ػة 　

 3. ϦεΫཧ

経 営
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　当会は、農業ઐ金融機関として、かつ、協同組織の地域金融機関として、組合員・利用者をはじめ地域のօさま
に支࣋されるJAバンクの信པ性の上に取り組んでいます。
　このため、これまで以上に֨ݫな自己規に支えられた自己責任原則に基づき、業務の健全性と適切性の確保
にめるとともに、地域からの༳るぎない信པをউち得ていくために、経営理೦や行動規範を示すものとして

「ྙ理ݑষ」を制定しています。このなかで、コンプϥイアンスを経営の最重要՝のͻとつと位置づけ、体制の
整備やਪ進活動等を行い、コンプϥイアンスのపఈをਤっています。

　コンプϥイアンス体制は、会議体として経営管理委員会、理事会、「コンプϥイアンス会議」、およびコンプϥイ
アンス統括部署としてリスク統括部を位置づけています。また、各部署にはコンプϥイアンス୲当者を配置して
います。
　コンプϥイアンスに関する重要事項を৹議する場として「コンプϥイアンス会議」を定期的に開࠵しており、
重要な法令等ҧがൃੜした場合には、経営管理委員会・理事会に付議し、ੋ 正・改善措置を行う体制を構ஙし
ています。　
　リスク統括部は、「コンプϥイアンス会議」の事務ہであるとともに、コンプϥイアンス体制に関する企ը・ਪ進
なͲを୲当し、コンプϥイアンスに関する諸施ࡦをҰ元的に管理しています。
　各部署のコンプϥイアンス୲当者は、それͧれの部署でษڧ会を実施するなͲܒ活動を行うとともに、職員
の相ஊやリスク統括部との連བྷ窓口の役割をՌたしています（人事・労務に関するコンプϥイアンスは総務部と
連携しています）。
　また、監事監査・内部監査の事後νΣックにより実効性を確保し、さらに、JA バンク統括部内の相ஊ機能や
。なͲઐՈのサϙート体制を構ஙしています࢜੫理・࢜ޢหސ

ίϯϓϥΠΞϯε体制

ίϯϓϥΠΞϯε体制
ܦ
　
Ӧ

Ϧ
ε
Ϋ

ཧ
ɾ
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ϯ
ϓ
ϥ
Π
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ϯ
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 4. ίϯϓϥΠΞϯε



18

 ͜の会のجຊత໋ͱ社会త
　１ɽこの会の基本的໋と金融機関としての社会的責任の重みを常に認ࣝし、健全な業務運営を௨じて

　それらをՌたしていくことで、地域社会に対するҰの༳るぎない信པの確立をਤる。

࣭の͍ۚߴ༥αーϏεのఏڙ
　２ɽҙと工を活かした࣭の高い金融サービスの提ڙにより、県下ＪＡ信用事業の事業本部的機能を

　े全にൃشしていくとともに、金融システムのҰ員として地域社会のൃలにݙߩする。

法ྩ等の֨ݫな९क
　３ɽ関連する法令等を֨ݫに遵守し、社会的規範にもとることのない、実かつ公正な業務運営を遂行する。

社会తྗ等のഉআ
　４ɽ社会のடংや҆全にڴҖを与える社会的勢ྗ等に対しては、確ݻたる信೦をもって、ഉআの࢟勢を

。する࣋ݎ　

ಁ໌ੑの͍ߴ組織෩のߏங
　５ɽ経営情報のੵۃ的かつ公正な開示をはじめとして、会員農協の組合員・利用者をはじめ地域社会等

　とのコϛュχケーシϣンの充実をਤり、良な関係ҡ࣋にめつつ、ಁ 明性の高い組織෩土を構ஙする。

職員のਓݖのଚ重等
　６ɽ職員等の人権、ݸ性をଚ重するとともに、̓ 全でಇきやすいڥを確保する。

のऔΓ組みڥ
　７ɽ資ݯの効率的な利用や廃غ物の減を実ફするとともに、ڥ保全にد与する金融サービスを提ڙ

　するなͲ、ڥに取り組Ή。

社会׆ݙߩಈのऔΓ組み
　８ɽこの会が社会の中においてこそଘ続・ൃ లし得るଘ在であることを自֮し、社会とڞにาΉ「企業市

　民」として、社会ݙߩ活動に取り組Ή。

˙コンプϥイアンスを実現するため、日常の業務を遂行していくうえでඞ要な法令上の基本的事項をまとめた「コンプϥ
イアンス・マχュアル」を作成し、会内にपしています。また、「ྙ理ݑষ」および「金融のק༠方」を記載した携行
カーυを役職員全員に配付し、コンプϥイアンスのܒやपపఈを行っています。

˙コンプϥイアンス体制整備やਪ進活動なͲ、コンプϥイアンスに関する年間の実ફ計ըを「コンプϥイアンス・プログ
ϥム」として定め、これに基づき各種ू合ݚम会やษڧ会なͲを௨じて、よりҰのਁಁに取り組んでいます。

˙コンプϥイアンスの؍点から自ড়作用をҰ高めるため、職員等が組織内の法令ҧや不正行為等の情報を経営者
等へえるϔルプϥインを設置しています。௨報窓口は会内の΄か、֎部窓口としてސห࢜ޢがあります。

ྙཧݑষ

ίϯϓϥΠΞϯε׆ಈ

 4. ίϯϓϥΠΞϯε
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当会は、金融の販売等のק༠にあたっては、次の事項を遵守し、お٬さまに対して適正なק༠を行います。

１ɽお٬さまの資産運用の目的、ࣝ、経ݧおよび財産の状況を考ྀのうえ、適切な金融のק༠と情報の
提ڙを行います。

２ɽお٬さまに対し、内容や当該のリスク内容なͲ重要な事項をे分に理解していただくようめます。

３ɽ不確実な事項についてஅ定的なஅを示したり、確実であるとޡ認させるおそれのあることを告げるなͲ、
お٬さまのޡ解をটくようなઆ明は行いません。

４ɽి や๚によるק༠は、お٬さまのご合に合Θせて行うようめます。

５ɽお٬さまに対し、適切なק༠が行えるよう役職員のݚमの充実にめます。

６ɽ販売・ק༠に関するお٬さまからのご࣭やご照会については、適切な対応にめます。

　組合員・利用者のօさまの保ޢと利ศ性の上にΉけて「利用者保ޢ等管理方」を定めるとともに、組合員・利用者
の利益を不当にするような利益相行為を行Θないよう、利用者保ޢのҰとして「利益相管理方」を定め、会内
にपしています。
　また、利用者保ޢ等管理および利益相管理を体系的に行うため、「利用者保ޢ等管理規程」および「利益相管理
規程」を制定しています。
　これらに基づき、利用者保ޢ等管理・利益相管理全ൠに関する統括部署としてリスク統括部を位置づけています。
また、利用者保ޢについては各部署に管理責任者を配置しています。
　利用者保ޢ等管理・利益相管理に関する業務が規程等に則り適正に遂行されているかͲうかの検証は、業務監査部
が行っています。

　組合員・利用者のօさまの保ޢおよび業務の健全性、適切性の؍点から、組合員・利用者に対して、取引に関するઆ明
や相ஊ・苦情等への対処を適切に行っています。また、組合員・利用者の利益が不当にされることのないよう利益相
ճආのための措置をとっています。あΘせて組合員・利用者に関する情報についても適切に保ޢ・利用等を行っています。

ཧ体制

ۚ༥のק༠ํ

ར༻者อޢ等ཧ体制Πϝージਤ

ར༻者อޢに関するऔΓ組み
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ʪརӹ૬ཧํの概要ʫ

１ɽରऔ引のൣғ
　  本方の対象となる「利益相のおそれのある取引」は、当会の行う信用事業関連業務または金融
　  関連業務にかかるお٬さまとの取引であって、お٬さまの利益を不当にするおそれのある取引をいいます。

２ɽརӹ૬のおそΕのあるऔ引のྨܕ
　  「利益相のおそれのある取引」の類型は、以下のとおりです。
   （1）お٬さまと当会の間の利益が相する類型
     （2）当会の「お٬さまと他のお٬さま」との間の利益が相する類型

３ɽརӹ૬のཧのํ法
　  当会は、利益相のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該お٬さまの  

　保ޢを適正に確保いたします。
     （1）対象取引を行う部と当該お٬さまとの取引を行う部を分する方法
    （２）対象取引または当該お٬さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法
    （３）対象取引にい、当該お٬さまの利益が不当にされるおそれがあることについて、当該お٬さま

　  に適切に開示する方法（ただし、当会がෛう守ൿٛ務にҧしない場合に限ります。）
     （４）その他対象取引を適切に管理するための方法

４ɽརӹ૬ཧଶ
     （1）当会は、利益相のおそれのある取引の特定および利益相管理に関する当会全体の管理態勢を

　　統括するための利益相管理統括部署およびその統括者を定めています。この統括部署は、営業 
　　部からの影響を受けないものとします。また、当会の役職員に対し、本方および本方を౿まえた
　　内部規則等に関するݚमを実施し、利益相管理についてのपపఈにめます。

     （２）利益相管理統括者は、本方にそって、利益相のおそれのある取引の特定および利益相管理
　　を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いたします。

５ɽརӹ૬ཧଶのূݕ等
　  当会は、本方に基づく利益相管理態勢について、その適切性および有効性を定期的に検証し、ඞ要   

　に応じてݟ直しを行います。

ʪར༻者อޢ等ཧํの概要ʫ

１ɽ利用者に対する取引または金融のઆ明（経営相ஊ等をはじめとした金融円化の؍点からのઆ明
をؚΉ。）および情報提ڙを適切にかつे分に行います。

２ɽ利用者からの相ஊ・苦情等については、公正・ਝ・実に対応（経営相ஊ等をはじめとした金融円化
の؍点からの対応をؚΉ。）し、利用者の理解と信པが得られるよう適切かつे分に対応します。

３ɽ利用者に関する情報については、法令等に基づく適正かつ適法な手ஈによる取得ならびに情報の紛ࣦ、
࿙Ӯおよび不正利用等の止のためのඞ要かつ適切な措置をߨじます。

４ɽ当会が行う事業を֎部に委託するにあたっては、利用者情報の管理や利用者への対応が適切に行Θれ
るようめます。

５ɽ当会との取引にい、当会の利用者の利益が不当にされることのないよう、利益相管理のための
態勢整備にめます。

 4. ίϯϓϥΠΞϯε
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　当会では、組合員・利用者のօさまにҰごຬいただけるサービスを提ڙできるよう、相ஊ・苦情等のਃし出に
ついて、これを実に受け付け適切に対応するとともに、ਝな解決にめています。また、会内において、相ஊ・
苦情等の情報をڞ有し、対応態勢の改善や苦情等のൃ࠶・ະવ止ࡦに活用しています。
　また、相ஊ・苦情等のਃし出について、当会の対応に理解いただけない場合は、中立的な֎部機関を利用して解決
をਤる体制をとっています。

ᶃۤॲཧા置の概要
　当会では、苦情処理措置として、業務運営体制等を整備のうえ、その内容をホームページ・νϥシ等で公表するとともに、JAバンク相ஊ
所とも連携し、ਝかつ適切な対応にめ、苦情等を解決します。
⾣会のۤ等ड૭ޱɿϦεΫ౷ׅ෦
　ి൪߸：045-680-3047　　'A9：045-212-4591
　受付時間：ޕલ9時ʙ12時　ޕ後1時ʙ5時　月༵日ʙ金༵日（ॕ日および金融機関のٳ業日をআく）

ʲ信༻事業ʳ
⾣ਆಸ県ＪＡόϯΫ૬ஊ所
　ి൪߸：045-680-3079　　受付時間：ޕલ9時ʙޕ後5時　月༵日ʙ金༵日（ॕ日および金融機関のٳ業日をআく）
⾣ਆಸ県ห࢜ޢ会ฆ૪ղܾηϯλー
　ి൪߸：045-211-7716　　受付時間：ޕલ10時ʙ12時　ޕ後1時ʙ5時　月༵日ʙ金༵日（ॕ日および年末年始をআく）
　 ˞ご利用手続の詳ࡉは、当会のリスク統括部または神奈川県ＪＡバンク相ஊ所におਘͶください。 
　 ˞神奈川県ห࢜ޢ会紛争解決センターに直接おਃ込みいただくこともՄ能です。

ʲ信ୗ事業ʳ
⾣Ұൠ社ஂ法ਓ信ୗ協会　信ୗ૬ஊ所（あͬͤΜҕ員会）
　ϑリーμイϠル：0120-817335　携ଳి、1)4 から：03-6206-3988　　
　受付時間：ޕલ9時ʙޕ後5時15分　月༵日ʙ金༵日（ॕ日および金融機関のٳ業日をআく）

ᶄฆ૪ղܾા置の概要
　当会では、紛争解決措置として、次の֎部機関を利用しています。

૬ஊ・ۤ 等ॲཧରԠΠϝージਤ

ۚ༥Ａ̙ （̧ۚ༥におけるࡋ֎ฆ૪ղܾ）制度のରԠ
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から間ҧいのないように৻重に取りࠒで「༬かり資産」であるとの考えに基づき、常日「人情報は利用者本人のものݸ」　
扱っています。
　このような基本的な考え方を会内の役職員等にपするとともに組合員・利用者のօさまにもご理解いただくため、

。を公表しています「方ޢ人情報保ݸ」
　また、リスク統括部の୲当理事をݸ人情報保ޢ統括管理者とし、その指示のもとݸ人情報保ޢにඞ要な内部管理態勢
整備にめています。

１ɽ関法ྩ等の९क
当会は、ݸ人情報を適正に取り扱うために、ݸ人情報の保ޢに関する法その他、ݸ人情報保ޢに関する関係
諸法令および主務大ਉのΨイυϥイン等に定められたٛ務を実に遵守します。また、特定ݸ人情報を適正に取り
扱うために、行手続における特定のݸ人をࣝ別するための൪߸の利用等に関する法（以下「൪߸法」といい
ます。）その他、特定ݸ人情報の適正な取り扱いに関する関係諸法令およびΨイυϥイン等に定められたٛ務を
実に遵守します。

２ɽར༻目త
当会は、利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめお٬さまの同ҙを得た場合および法令によりྫ֎として
扱Θれるべき場合をআき、その利用目的の達成にඞ要な範囲内において、お٬さまのݸ人情報を取り扱います。
ただし、特定ݸ人情報においては、利用目的を特定し、ご本人の同ҙの有ແに関Θら 、ͣ利用目的の範囲をえた
利用は行いません。なお、当会の業務内容およびݸ人情報の利用目的は、当会の店頭に掲示しています。

３ɽదਖ਼औಘ
当会は、ݸ人情報および特定ݸ人情報を取得するࡍには、適正な手ஈで取得するものとし、利用目的を、法令により
ྫ֎として扱Θれるべき場合をআき、あらかじめ公表するか、取得後やかにお٬さまに௨または公表します。
ただし、お٬さまから直接書໘で取得する場合には、あらかじめ明示します。

４ɽ̓ શཧા置
当会は、取り扱うݸ人データおよび特定ݸ人情報を利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つようめるととも
に、࿙Ӯ等を止するため、̓ 全管理に関するඞ要・適切な措置をߨじै業者および委託先を適正に監ಜします。

５ɽ第ࡾ者ఏڙの制ݶ
当会は、法令によりྫ֎として扱Θれるべき場合をআき、あらかじめお٬さまの同ҙを得ることなく、ݸ人データ
を第ࡾ者に提ڙしません。ただし、利用目的の達成にඞ要な範囲内においてݸ人情報の取り扱いを委託する場合、
合ซ等の場合および別్定める特定の者との間でڞ同利用する場合には、お٬さまの同ҙをいただくことなく、
お٬さまのݸ人情報を提ڙすることがあります。また、൪߸法第19 条各߸によりྫ֎として扱Θれるべき場合を
আき、ご本人の同ҙの有ແにかかΘら 、ͣ特定ݸ人情報を第ࡾ者に提ڙしません。

̒ɽػඍ（ηϯγςΟϒ）報のऔΓѻ͍
当会は、お٬さまの機ඍ（センシティブ）情報（࣏的ݟ解、信ڭ、労ಇ組合への加盟、人種・民、地・本੶地、
保健ҩྍ等に関する情報）については、法令等に基づく場合や業務遂行上ඞ要な範囲においてお٬さまの同ҙ
をいただいた場合等をআき、取得・利用・第ࡾ者提ڙはいたしません。

̓ɽ開示・గਖ਼等
当会は、保有ݸ人データにつき、法令に基づきお٬さまからの開示、గ正等に応じます。

̔ɽۤ ૭ޱ
当会は、取り扱うݸ人情報につき、お٬さまからの苦情に対しਝかつ適切に取り組み、そのための内部体制
の整備にめます。

̕ɽܧଓతվળ
当会は、取り扱うݸ人情報について、適正な内部検査を実施するなͲして、本保ޢ方のܧ続的な改善にめます。

ʪݸਓ報อํޢの概要ʫ

に関するऔΓ組みޢਓ報のอݸਓ報なΒびにಛఆݸ

 4. ίϯϓϥΠΞϯε

経 営
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　当会では、社会のடংや҆全にڴҖを与える社会的勢ྗ等との取引をഉআするため、「社会的勢ྗ等への対応に
関する基本方」を定め、公表しています。
　また、基本対応や態勢等に関する「社会的勢ྗ等への対応に関する要項」を制定し、金融機関としての業務の適切性
および健全性の確保に取り組んでいます。

（社会తྗ等ͱのܾผ）
 １ɽ当会は、取引関係をؚめて、ഉআの࢟勢をもって対応し、社会的勢ྗ等による不当要ٻをڋઈします。

（組織తなରԠ）
 ２ɽ当会は、社会的勢ྗ等に対しては、組織的な対応を行い、役職員の҆全確保を最༏先に行動します。

（֎෦ઐػ関ͱの連ܞ）
 ３ɽ当会は、ܯ、財団法人ྗ์ਪ進センター、ห࢜ޢなͲ、社会的勢ྗ等をഉআするための各種活動を
　　行っている֎部ઐ機関等とີ接な連携をもって、社会的勢ྗ等と対決します。

（औ引࣌確認）
 4ɽ当会は、൜ࡑによる収益の移స止に関する法に基づく取引時確認について、適切な措置を適時に実施します。

（ٙΘし͍औ引のಧग़）
  5ɽ当会は、ٙ Θしい取引について、൜ࡑによる収益の移స止に関する法に基づき、やかに適切な措置を
　　行い、やかに主務লにಧ出を行います。

　コンプϥイアンスは、当会経営の「基൫」であるとの認ࣝのもと、経営管理委員、理事をはじめ全ての役職員がそれͧれの
立場・役割において実かつ公正な業務運営を遂行していくとともに、引き続きコンプϥイアンス重ࢹの組織෩土の
ҡ࣋に取り組みます。

ʪ社会తྗ等のରԠに関するجຊํの概要ʫ

社会తྗ等ഉআのରԠ

のऔΓ組みޙࠓ

ܦ
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区　分 平成26年度 平成27年度

　ିग़金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（A） 293ɼ218 ３１３ɼ３５３

　ϦεΫ管理ݖ࠴総額　　　　　　　　　　　　　  （#） １ɼ375 １ɼ１７９

　破綻先債権 ʕ ʵ

　延滞債権 １ɼ375 １ɼ１７９

　3カ月以上延滞債権 ʕ ʵ

　貸出条件緩和債権 ʕ ʵ

　ϦεΫ管理ݖ࠴の͏ͪ ୲保ɾ保ূによる保શ額　　  （$） １ɼ000 ７９４

　୲保ɾ保ূΛࠩ͠ 引い ϦͨεΫ管理ݖ࠴　   （#ʵ$）（%） ３74 ３８５

　貸出金に対するリスク管理債権の割合　　　　 （#�A） ̌ɽ4６̀ ０ɽ３７ˋ

　リスク管理債権に対するݸ別貸倒引当金˞　　    （&） 338 ３６２

　引当率　　　　　　　　　　　　　　　　   （&�%） 90ɽ4ˋ ９４ɽ２ˋ

区　分 平成26年度 平成27年度

　破産更ੜ債権およびこれらに準ͣる債権 305 ２５９

債権ݥة　 １ɼ302 １ɼ１３８

　要管理債権 ʕ ʵ

　小　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（A） 1ɼ607 １ɼ３９７

　うち୲保・保証による保全額　　　　　　　　　（#） １ɼ018 ８０８

　୲保・保証を しࠩ引いた債権額　　　　 （Aɻ #）（$） ５88 ５８８

　上記債権額に対するݸ別貸倒引当金　　　　　 （%） ５52 ５６６

　引　　　　　　　　　　　　　　　    　 （%�$） ９３ɽ９ˋ ９６ɽ２ˋ

　正常債権 292ɼ658 ３１２ɼ９２０

　合　計 294ɼ265 ３１４ɼ３１８

　当会は、法定開示である「リスク管理債権」に加え、「金融࠶ੜ法に基づく開示債権」についても開示しています。
関係法令等に準拠した「自己査定に基づく分類資産」についても自主的に開示し、さらなるಁ明性の上にめて
います。
　平成27年度決算における「不良債権の状況（単体）」は以下のとおりですが、貸出金に対するリスク管理債権の
割合は、̌ ɽ３７ˋとਫ準を保っています。

注：①ഁઌݖ࠴
、ଓしていることその他の事༝によりܧ本またはརଉの支払のԆが相当期ؒݩ　　　
　　 みがないものとしてະऩརଉを計上ࠐݟ本またはརଉのऔཱて、またはห済のݩ
　　 しなかった貸ग़金（貸ग़金ঈ٫をߦった部分を除きます。以Լ、「ະऩརଉෆ計上
　　 貸ग़金」といいます）のうち、法人੫法ྩߦࢪୈ��ୈ� ߲ୈ �号Πからϗまで
　　 に͛ܝる事༝または同߲ୈ� 号にنఆする事༝がੜ͡ているものをいいます。
　  ②Ԇݖ࠴
　  　ະऩརଉෆ計上貸ग़金であって、①に͛ܝるものおよび࠴務者のܦӦݐ࠶または
　　 支ԉをਤることをతとしてརଉの支払を༛༧したもの以֎のものをいいます。

注：本表記載の۠ݖ࠴分は、「金融ػの࠶ੜのためのٸۓા置にؔする法」（平成��
　  年法ୈ��2 号）ୈ� にͮجき、貸借対照表の貸ग़金、その他資産中のະऩརଉ  
　  およびԾ払金ならびに࠴務อূݟฦの֤צఆについて࠴務者の財ঢ়ଶおよびܦ
　  Ӧ成等をૅجとして、࣍のとおり۠分したものです。
　  なお、当会は同法の対象とはなっていませんが、ߟࢀとして同法のఆめるج४にैい
。載していますܝ額をݖ࠴  　
　　① ഁ 産ߋੜݖ࠴およびこれらに४ͣるݖ࠴
　　　ഁ産खଓ։࢝、会社ߋੜखଓ։࠶、࢝ੜखଓ։࢝のਃཱて等の事༝によりܦӦഁ
　　　にؕっている࠴務者に対するݖ࠴およびこれらに४ͣるݖ࠴をいいます。

（単位：百万円）

（単位：百万円）

ݖ࠴ݥة ②
ܖ、Ӧ成がѱԽしܦっていないが、財ঢ়ଶおよびࢸӦഁのঢ়ଶにはܦ務者が࠴　
　にैったݖ࠴のݩ本のճऩおよびརଉの受けऔりができないՄੑのߴいݖ࠴を
　いいます。
③ 要理ݖ࠴
　①および②に͛ܝるݖ࠴以֎の�Χ݄以上Ԇݖ࠴および貸ग़݅؇ݖ࠴をいいます。
④ ਖ਼常ݖ࠴　
る͛ܝӦ成にಛにがないものとして、①から③にܦ務者の財ঢ়ଶおよび࠴　
。（を含みますݖ࠴ඇ۠分）をいいますݖ࠴以֎のものに۠分されるݖ࠴　

③�Χ݄以上Ԇݖ࠴
、①）本またはརଉの支払がఆ支払のཌから�Χ݄以上Ԇしている貸ग़金ݩ　
　 ②に͛ܝるものを除きます）をいいます。
④貸ग़݅؇ݖ࠴
、໔、རଉの支払༛༧ݮまたは支ԉをਤることをతとして、金རのݐ࠶Ӧܦ務者の࠴　
　 、①）った貸ग़金ߦ務者に有རとなるऔܾめを࠴その他のغ์ݖ࠴、本のฦ済༛༧ݩ
　 ②および③に͛ܝるものを除きます）をいいます。

。ผ貸引当金は除いていますݸฦのᶚ分ྨに対するݟ務อূ࠴˞

ϦεΫཧݖ࠴（単体）

ۚ༥࠶ੜ法にͮ͘ج開示ݖ࠴（単体）

 5. ෆྑݖ࠴の状況

経 営
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ʪ平成27年度ʫ

ʪ平成26年度ʫ

（単位：百万円）

（単位：百万円）

区　分 期ट残高 期中増加額
期中減গ額

期末残高
目的用 その他

　Ұൠ貸倒引当金 ９８５ １ɼ０５１ ʔ 985 １ɼ０51

別貸倒引当金ݸ　 ５５２ ５６６ ʔ ５52 566

　県農協信用事業相ޓԉॿੵ立金 １４ɼ７５４ １ɼ２２１ ʔ ʕ １5ɼ976

　合　計 １６ɼ２９１ ２ɼ８３９ ʔ １6ɼ291 １7ɼ594

۠　分 期ट残高 期中増加額
期中減গ額

期末残高
目的用 その他

　Ұൠ貸倒引当金 １ɼ036 985 ー １ɼ036 985

別貸倒引当金ݸ　 481 ５52 ー 481 ５52

　県農協信用事業相ޓԉॿੵ立金 １3ɼ57３ １ɼ１81 ー ʕ １4ɼ754

　合　計 １5ɼ̌91 ２ɼ719 ー １ɼ517 １6ɼ291

（単位：百万円）

注：①貸ग़金ঈ٫の額は、ঈ٫額（部分ঈ٫額を含みます）を記載し、ۀछผの貸ग़金ঈ٫（̑̑ϖーδ）の߹計と同͡金額となります。
　  ②貸ग़金ঈ٫の額はݸผ貸引当金のత用によるऔ่額を相ࡴした数です。

区　分 平成26年度 平成27年度

　貸出金償却 ー　 ー　

ି引ۚ等のظߴおよびظதの૿ݮ （ֹ単体）

　該当する取引はありません。

の状況ݖ࠴のある信ୗに͔͔るିग़ۚのϦεΫཧܖຊิͯΜݩ

ିग़ۚঈ٫の （ֹ単体）

ܦ
　
Ӧ

ෆ
ྑ
࠴
ݖ
ͷ
ঢ়
گ
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定ࠪݾࣗ
引金 引 金༥࠶ੜ法に

基ͮ͘։ࣔݖ࠴ඇ分類 ᶘ分類 ᶙ分類 ᶚ分類

破綻先 　　         0
                  （0）

引当金、༏ྑ
担อ・อূに
よりอશ

引当金、Ұൠ
担อ・อূに
よりอશ

શ額引当（引
当ޙは、ඇ分
ྨに計上）

શ額ঈ٫
または引当

ഁ産ߋੜݖ࠴および
これらに४ͣるݖ࠴

実࣭　　　  259
破綻先       （259）

231　
（30）

27　
（27）

ー　
（ー）

ー　
（201） 201 100ˋ 259

破綻ݒ೦先 引当金、༏ྑ
担อ・อূに
よりอશ

引当金、Ұൠ
担อ・อূに
よりอશ

ݖ࠴ݥة

1138　
（1138）

481　
（116）

634　
（634）

22　
（387）

（ᶅ）  
365 94ˋ 1138

ཁ

ҙ
ઌ

要管理先

1051 0�336ˋ

要理ݖ࠴

ʔ ー ー ー

その他要ҙ先 小　計
3271　 28 3243　 1397

正常先 ਖ਼常ݖ࠴

309110　 309110 312920
ඇ۠分債権 ඇ۠分ݖ࠴

589　 589 589

合　計 ඇ分類 ᶘ分類 ᶙ分類 ᶚ分類 合　計 合　計

314368　　
（314368）　

310441  
（309874）

3905　
（3905）

22　
（387）

ー　
（201） 1617　 314318

務者区分࠴ ঈ٫ɾ引基४

ഁઌɾ࣮ ࣭ഁઌ

務者͝とに、ᶙ・ᶚ分ྨとした額શ額を༧࠴ผݸ
損ࣦ額とし、ᶙ分ྨとした額શ額をݸผ貸引当
金に計上し、ᶚ分ྨとした額શ額をঈ٫（ただし、
ᶚ分ྨのうち࠴務อূݟฦצఆについてはݸผ
貸引当金を計上）

ഁݒ೦ઌ

務者͝とに、ᶙ分ྨとした額からキャッ࠴ผݸ
シュ・フローによるճऩՄ額を߇除した額を༧
損ࣦ額としてݸผ貸引当金に計上（ただし、
؆қࠪఆઌは貸実により計上することも
できる）

ཁ

ҙ
ઌ

ཁ管理ઌ
աڈ�算ఆ期 （ؒ�算ఆ期ؒは�年）の貸実
にͮجくޙࠓ�年ؒの༧損ࣦ額をҰൠ貸
引当金に計上（˞�）

ͦのଞのཁҙઌ
աڈ�算ఆ期 （ؒ�算ఆ期ؒは�年）の貸実
にͮجくޙࠓ�年ؒの༧損ࣦ額をҰൠ貸
引当金に計上（˞2）

正常ઌ その他の要注ҙઌと同 （͡˞�）

ϦεΫ管理ݖ࠴
（ିग़金のみ）
ഁઌݖ࠴

ー
Ԇݖ࠴

1179

�Χ݄以上Ԇݖ࠴
ー

貸ग़݅؇ݖ࠴
ー

合　計
1179

分類資産債務者۠分

（単位：百万円）

注：① ࣗ ै、ฦݟ務อূ࠴、の貸ग़金、貸ग़金にかかるະऩऩ益、貸ग़金に४ͣるԾ払金ޙは、貸ग़金ঈ٫ߴ務者۠分͝との࠴ఆࠪݾ   ߹に४ͣる資産のݖ࠴員貸金およびۀ
　　　計額を記載しています。
　  ② 金融࠶ੜ法にͮجく։ࣔݖ࠴とϦεΫ理ݖ࠴とのࠩ額は、金融࠶ੜ法に含まれる貸ग़金以֎のݖ࠴額です（要理ݖ࠴は貸ग़金のみ対象です）。
　 ③ ഁݒ೦ઌのᶙ分ྨに対しては、原ଇとしてキャッシュ・フロー法をద用し、ճऩࠐݟ額を߇除した金額を引当てています。
　 ④ ਖ਼常ઌ・要注ҙઌは、貸実による算ग़額と੫法ݶ度額のいͣれかଟい額を繰入れることとし、当期については੫法ݶ度額により引当てています。

（˞　）内の計数は引当・
　償却લの分類額

（ᶆ）

定についͯࠪݾࣗ◆
　 ᶃ当会は、毎年2 ճ、自己査定を実施しています。
　 ᶄ自己査定は、債務者の財務状況、ฦࡁ能ྗ等を定し、上ਤのように債
　　 務者を۠分します。次に債務者۠分ごとに୲保・保証等による債権のճ
　　 収度合いに応じ、債権ճ収のՄ能性が高いॱからඇ分類ʙᶚ分類の4   
　　 ஈ֊に۠分します。

務者区分のઆ໌࠴◆
　 ᶃ 破　綻　先ʜ法的・ࣜܗ的な経営破綻の事実がൃੜしている先
　 ᶄ実࣭破綻先ʜ法的・ࣜܗ的な経営破綻の事実はൃੜしていないものの、
௨しがない状況にݟ建の࠶、な経営の状態にありࠁਂ　　　　　　　　　
　　　　　　　　　あると認められるなͲ、実࣭的な経営破綻にؕっている先
　 ᶅ破綻ݒ೦先ʜ現状、経営破綻の状況にはないが、経営の状態にあり、
　　　　　　　　　経営改善計ը等の進状況が๕しくなく、ࠓ後、経営破
　　　　　　　　　綻にؕるՄ能性が大きいと認められる先
　 ᶆ要  ҙ 先ʜ金利減໔、୨上げを行っているなͲ貸出条件にがあ
　　　　　　　　　る先、元本ฦࡁもしくは利ଉ支払いが事実上延滞してい
　　　　　　　　　るなͲཤ行状況にのある先の΄か、業況がௐない
　　　　　　　　　し不҆定な先、または財務内容にがあるなͲ、ࠓ後の
　　　　　　　　　 管理にҙを要する先
　 ᶇ正　常　先 ʜ業況が良であり、かつ、財務内容にも特ஈのがな
　　　　　　　　　いと認められる先
◆分類のઆ໌
　 ᶃඇ　分　類 ʜ正常先への債権、その他の債務者への債権で༏良୲保・
　　　　　　　　　保証によりճ収のݥة性についてのない資産
　 ᶄᶘ　分　類 ʜ要ҙ先のうちඇ分類以֎の債権、および破綻ݒ೦先・
　　　　　　　　　実࣭破綻先・破綻先への債権で不動産等Ұൠ୲保・保
　　　　　　　　　証により保全されている資産
　 ᶅᶙ　分　類ʜ最ऴのճ収または価について重大なݒ೦があり、損ࣦ
　　　　　　　　　のൃੜのՄ能性が高いが、その損ࣦについて合理的なਪ
　　　　　　　　　計がࠔな資産　 
　 ᶆᶚ　分　類ʜճ収不Մ能またはແ価とஅされる資産

（˞�）（˞2）（˞�）の߹計額が、੫法ج४で༰認されるݶ度額をԼճる߹は、੫法ݶ度額で計上。

ෆྑݖ࠴ॲཧの状況（単体）

◆ঈ٫ɾ引についͯ
　 償却・引当は、自己査定の債務者۠分ごとに定めた償却・引当基準に基づ 
　 き、実施しています。

  5. ෆྑݖ࠴の状況

経 営



�7

地Ҭのڅڙۚࢿの状況

地Ҭ͔Βのۚࢿௐୡの状況

数（ྦྷ計）݅ߦ࣮ 金額（ྦྷ計）

　中小ا業者 65件 8116

　住資金आೖ者 23件 374

◆業者等の経営支ԉにؔするऔ組方（金༥ԁԽにかかる基本త方等ΛؚΉ）

　当会では、「健全な事業を営Ή農業者をはじめとする地域の
օさまに対してඞ要な資金を円にڙ給していくこと」を役割
とし、適正な業務の遂行にけ「金融円化にかかる基本方」
に基づき実ફしています。

ʲ地Ҭにରするํ͑ߟʳ
　当会は、神奈川県内ＪＡ等が会員となって、おޓいにॿけ合い、ൃ లしていくことをڞ௨の理೦とする相ޓැॿ型の
農業ઐ金融機関であり、また、ＪＡの組合員・利用者のൟӫと地域社会のൃలに資するための地域金融機関です。
　その資金は、大が県内のＪＡにお༬けいただいた組合員・利用者のօさまの大切な財産である貯金をݯઘとして
います。また、օさまからお༬かりした大切な貯金は、資金をඞ要とする組合員・利用者のօさまや、ＪＡ・農業に関連
する企業・団体および、県内の地場企業や地方公ڞ団体なͲにご利用いただいています。
　当会は組合員・利用者のօさまの๛かなੜ活のお手いができるよう、ＪＡとのڧいឺとネットϫークを構ஙする
とともに、地域社会のҰ員として地域経ࡁの࣋続的ൃలにめています。
　また、資金ڙ給や経営支ԉなͲの金融機能の提ڙにとͲまらͣ、ڥ、จ化、ڭҭといった໘もࢹに入れ、く
地域社会の活性化にੵۃ的に取り組んでいます。

（単位：百万円）
ʲ ฏ２�年3݄࣌のۚ༥ԁԽ࣮ʳ

　当会の平成２８年3月末の貯金残高は４兆1793億円となって
おり、うち４兆1553億円は神奈川県内ＪＡ等の会員からお༬り
しています。
　また、ＪＡバンク神奈川（当会ならびに県内１３JAの信用事業
部の総称）では組合員・利用者のօさまの計ը的な資産づくり
をお手いさせていただくため、目的に応じた各種貯金や国債、
投資信託等の取り扱いをしています。

　当会の平成２８年3 月末の貸出金残高は3133億円となり
ました。このうち、農業関連資金としては、横浜市農業経営資金、
かながΘ市農業ਪ進資金なͲの取り扱いをしています。
　また、ＪＡ組合員の資産活用には貸住宅け資金等の取り
扱いをするとともに、地方公ڞ団体や地元企業等のお取引先の
օさまには、各種్に応じた資金の取り扱いをしています。

地Ҭີணۚܕ༥のऔΓ組み（தখا業等の経営վળおよび
  地Ҭのੑ׆ԽのたΊのऔΓ組みΛؚΉ）
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 �. +Aάϧーϓਆಸの地ҬݙߩのऔΓ組み
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　ＪＡバンク神奈川では、当該事業のҰとして、農業者等を支ԉする
資金を設しています（詳ࡉは次ページ「農業融資に対する取り組み」
に記載）。また、৯農ڭҭを௨じた社会ݙߩ事業への取り組みとして、
小学ߍ等へのࡐڭ本の贈ఄや৯農・ڥ保全・金融経ࡁのڭҭ活動に
対するॿ成事業を実施しています。

ʲ事業内容ʳ

業୲いखに対する支ԉ
業および地Ҭࣾ会にݙߩする

औΓ組み等に対する支ԉ
（業サϙʔλʔに対する支ԉ）

ɾ利子ॿ成事業
ɾ資事業
ɾ৽نबԠԉ事業

ɾJAόϯΫ৯ڭҭԠԉ事業
本ଃఄ事業ࡐڭ　 　
（            ）ಈॿ成事業׆ҭڭ　 　

ʪۚ༥ԁԽに͔͔るجຊํの概要ʫ
１ɽ当会は、お٬さまからの新規融資や貸付条件の変更等のਃ込みがあった場合には、お٬さまの特性および事業の状況を

勘案しつつ、できる限り、ॊೈに対応するようめます。
２ɽ当会は、事業を営Ήお٬さまからの経営相ஊにੵۃ的かつきめࡉかく取り組み、お٬さまの経営改善にけた取り組み

をご支ԉできるようめてまいります。また、役職員に対するݚम等により、上記取り組みの対応能ྗの上にめます。
３ɽ当会は、お٬さまから新規融資や貸付条件の変更等の相ஊ・ਃ込みがあった場合には、お٬さまの経ݧ等に応じて、આ明

および情報提ڙを適切かつे分に行うようにめてまいります。また、おஅりさせていただく場合には、その理༝をՄ能
な限り۩体的かつஸೡにઆ明するようめます。

４ɽ当会は、お٬さまからの、新規融資や貸付条件の変更等の相ஊ・ਃ込みに対するい合Θせ、相ஊおよび苦情について
は、公正・ਝ・実に対応し、お٬さまの理解と信པが得られるようめます。

５ɽ当会は、お٬さまからの新規融資や貸付条件の変更等のਃ込みについて、関係する他の金融機関等（系金融機関、
農業信用基金協会等をؚΉ。）とのີۓな連携をਤるようめます。また、これらの関係機関等から照会を受けた場合
は、守ൿٛ務にཹҙしつつ、お٬さまの同ҙをલ提に情報ަしつつ連携にめます。

６ɽ当会は、お٬さまからの上ड़のようなਃ込みに対し、円に措置をとることが出དྷるよう、ඞ要な体制を整備しています。

　農林中央金庫およびＪＡバンクは、協同組織の金融機関として農業の振ڵとൃల、組合
員・利用者のօさまのൟӫと地域社会のൃలに資することを中֩的な事業目的としています
が、大きな変ֵに直໘する日本の農業等に対してこれまで以上に౿み込んだ支ԉࡦをల開す
るとともに、自らの社会的໋に応えるため、ＪＡバンクアグリ ・エコサϙート基金を設立し

「ＪＡバンクアグリサϙート事業」をల開しています。

˗業者等の経営支ԉにؔするଶ勢උの状況
　　当会では、農業事業者や中小事業者のお٬さまに対する経営相ஊ、経営改善支ԉ等を適切に行うため、以下の 
　態勢を整備しています。

ᶃ金融円化対応部署を中৺に、お借入条件の変更等を行ったお٬さまの経営状況や、経営改善計ըの進状況をܧ続的にѲし、ඞ要
に応じて経営改善または࠶ੜのためのॿ言を行う等、お٬さまへの支ԉについて真に取り組みます。

ᶄ経営相ஊ、経営改善・࠶ੜのための支ԉ能ྗ上のため、当会職員およびＪＡグループ職員に対し、ඞ要なݚम・指導を行っています。
ᶅ農業者の経営支ԉについては、֎部機関（日本ࡦ金融公庫等）との連携を行っている΄か、農業者の資金χーζに応えるべくＪＡグループ

神奈川Ұ体となった資金提ڙを行っています。
ᶆ経営者保証に関するΨイυϥインに対しては、内部規程等を定めΨイυϥインに則した対応を行っています。

ʮＪＡόϯΫΞάϦαϙーτ事業ʯのల開

神奈川県ڭҭ委員会ۅ୩ڭҭ長（ӈ）へࡐڭ本を贈ఄする∁܂会長（ࠨ）

  �. +Aάϧーϓਆಸの地ҬݙߩのऔΓ組み

経 営
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　ＪＡグループ神奈川では、ੜ産者の所得上、地産地ফਪ進の؍点から、ＪＡ直営による農産物直売所（ϑΝーマーζ
マーケット）の設置を進め、ফඅ者に新で҆全な農ச産物をおಧけしています。ＪＡバンク神奈川では、これらの販売
代金の資金決ࡁを௨じて、地域社会へݙߩしています。

　ＪＡバンク神奈川では、エネルΪーに関する取組ࡦのҰとして、ＪＡ住宅・
リϑΥーム・農機ϋスローンにかかる「ڥ配ྀ型住宅ॿ成金ަ付制度」を平成２６年
４月よりల開しています。
　平成２７年４月からは、ॿ成対象を֦充し、ଠཅޫൃిシステムの΄か、長期༏良住宅・
認定素住宅・̝ ＥＭＳ（ϔムス）・エネϑΝーム・神奈川県産ࡐなͲのڥ配ྀ型住宅・
設備の新規取得・設置にあたり、最大25万円のॿ成金をަ付し、ڥに༏しいՈづくりを
応ԉしています。

地産地ফにけたऔΓ組み

อશのऔΓ組みڥ

農業༥ࢿにରするऔΓ組み
　ＪＡバンク神奈川では、農業ϝインバンクとして༷ʑなχーζに的確に対応していくこ
とがඞ要であると考え、ＪＡ・信連がҰ体となって、資金ڙ給等を௨じて地域の農業振ڵ
にݙߩしています。

˗業༥資に対するऔΓ組み
　当会では、農産物の６次産業化（ੜ産・加工・ྲྀ ௨）をはじめとする設備資金、運స資金
等෯いχーζに対して利用Մ能なアグリマイティー資金を、平成26年度より取り扱って
います。JAではアグリマイティー資金の他、農機۩等の取得にかかる資金ध要に対応する

「ＪＡ農機ϋスローン」等を提ڙしました。
　また、農業近代化資金や日本ࡦ金融公庫資金も取り扱っており、農業者の農業経営
とੜ活をサϙートしています。
　さらに、ＪＡバンクアグリサϙート事業のҰつである「利子ॿ成事業」のॿ成対象֎と
なる借入に対して、県域独自の利子ॿ成措置をߨじています。

˗地Ҭ業の୲いख支ԉに͚ͨऔΓ組み
　県内13ＪＡ全てに「୲い手金融リーμー」を設置し、地域農業の୲い手のサϙート態勢整備に取り組んでいます。
　またＪＡバンク神奈川では、平成26年2月の大ઇによるඃを受けた農業者を金融໘から支ԉするため、ＪＡ・
当会・神奈川県農業信用基金協会が連携して、ແ利ଉ・ແ୲保（原則）・保証ྉແྉの資金を48件、5億1933万円
融資することで、ඃࡂした農Ոの方ʑに対し、サϙートを行いました。

平成2７年１̌ 月にΦープンしたJA セϨサ川 「࡚セϨサモス２߸店」
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৯農ڭҭにおけるऔΓ組み
　地域の小・中学ߍの社会Պやੜ活ՊのڭҭのҰとして、田ാのݟ
学、田২え体ݧをはじめ、種බ、資ࡐの提ڙ（バケπҴづくりセット等）
やഓ指導、学ߍ農Ԃの運営支ԉ等を௨じて、次ੈ代を୲う子ڙ達に
するお手いをڙの場を提ݧ重な体وでは得られないڧ上でのษص
しています。
　あΘせて、学ߍ給৯に県産ถや地場ࡊをڙ給するなͲ、৯を௨じ
て農業の役割・大切さをえています。
　また、ＪＡグループとしてੜ産者・農業に対する県民理解と県産農ச
産物のফඅ֦大を目指す取り組みとして「みんなのよい৯プロジΣクト
27」をల開し、１2月には「ভೆ国ࡍマϥιン」に参ը・協ྗし、マϥιン
ϥンφーやऺ؍の方ʑに「よい৯」に関する理解ଅ進をਤりました。

相ஊ会ɾセϛφʔ名
平成２7年度年࣮ؒ

ＪＡ数ࢪ࣮ ։࠵場所（） དྷ場者数

住ϩʔϯ相ஊ会ٳ １2ＪＡ 699会場 １ɼ541組

年金相ஊ会 １３ＪＡ 714店ฮ ４ɼ249名

年金ɾࣾ 会保ݥセϛφʔ
資࢈ӡ用セϛφʔ 6ＪＡ 　46店ฮ 　　944名

相ଓɾҨݴセϛφʔ 8ＪＡ 　58店ฮ 　１ɼ359名

注：։࠵店ฮ数について、同Ұ店ฮでෳ数։࠵の߹はの店ฮ数を記載しています。

　組合員および利用者のօさまの計ը的な
資産づくり等をお手いさせていただく
ため、各種相ஊ会・セϛφーを開࠵しています。

　県内ＪＡは５市町ଜの指定金融機関をはじめ、各市町ଜの指定代理金融機関、収納代理金融機関として੫金等
の公金事務を୲当しています。
　また、市町ଜ等に対する融資により、ੜ活ڥの整備等にݙߩしています。当会も公ڞ団体等に対する融資はもと
より神奈川県債、横浜市債の引受金融機関として資金協ྗを行っています。

地Ҭのۚ༥ػ関ͱしͯ の地ํެஂڞ体のۚࢿ協ྗ

֤छ૬ஊ会・ηϛφーの開࠵

マϥιン大会にて「よい৯プロジΣクト」をアϐール

日住宅ローン相ஊ会の༷子ٳ

  �. +Aάϧーϓਆಸの地ҬݙߩのऔΓ組み

経 営



�1

େ規ࡂのඃࡂ地ࢧԉのऔΓ組み
ɹJA グループ神奈川では、全国機関とาௐを合Θせ、大規模ࡂによるඃࡂ地JA管内の営農やੜ活の復旧に
けた支ԉ対ࡦに取り組んでいます。
ᶃ౦日本大ࡂのඃࡂ地支ԉについては、平成２３年度から平成２７
　年度をू中復ڵ期間として位置づけ、募金活動や支ԉୂのݣに
　よる農作業支ԉの取り組みを進めてきました。
ᶄ平成２８年４月にൃੜした۽本地についても、直ちに募金活動を
　実施し、職員による支ԉୂをݣしています。

に͔͔るऔΓ組みࢱ者ྸߴ
　県内ＪＡでは、հޢ保ݥ制度に基づき、๚հޢ事業（7ＪＡ）やډ宅հޢ支ԉ事業（3ＪＡ）に取り組んでいます。
ＪＡ神奈川県ްੜ連でも、հޢ人保健施設（伊勢原市）や๚ޢステーシϣン（相模原市（２カ所）・伊勢原市）、
デイサービスセンター（横浜市・横ਢլ市・ਇ市・愛川町）、地域แ括支ԉセンター（相模原市）等を整備し、サϙー
ト体制も確立しています。
　また、հޢ保ݥ制度施行以લからＪＡグループとして取り組んでいる
地域にࠜ͟した高ྸ者ࢱ活動は、ＪＡごとにある「ॿけ合い組織」を
中৺として、ϛχデイサービスの実施、特別ཆޢ人ホーム・デイサー
ビス施設でのϘϥンティア等、༷ ʑな活動を行っています。

ར༻者ωοτϫーΫԽのऔΓ組み
　県内ＪＡでは、年金友の会等、組合員および利用者のօさまのກや健康増進にけた活動を行っています。

報ఏ׆ڙಈ
　ＪＡバンク神奈川では、ホームページや情報誌「ＪＡマネープϥン
φー」等を௨じて、最新の金融情報を提ڙしています。また、ＪＡグループ
神奈川が企ը・提ڙするテϨビ൪組「かながΘ०ࡊφビ」や、ϥジΦ൪組

「JA 'SFTI .BSLFU」および各ＪＡ独自の機関ࢴ等によって、農業への
理解ਁಁや地域に関する情報等を提ڙしています。

հޢ人保健施設「΄΄えみのٰ」

Ϙϥンティア作業中の職員の༷子
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